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Ⅰ  伐 採 、 造 林 、 間 伐 、 保 育 そ の 他 森 林 の 整 備 に 関 す る 基 本 的 な 事 項  

１  森 林 整 備 の 現 状 と 課 題  

本 市 は 、 濃 尾 平 野 の 東 、 尾 張 丘 陵 の 一 角 に あ っ て 、 中 部 経 済 圏

の 中 心 で あ る 名 古 屋 市 の 北 東 約 2 0  k m に 位 置 し て い る 。 三 国 山 や

猿 投 山 を 擁 し 北 部 か ら 東 部 へ と 広 が る 山 地 と 、 尾 張 丘 陵 の 一 部 を

な す 標 高 2 0 0ｍ 以 下 の 丘 陵 地 が 市 域 の 大 部 分 を 占 め て お り 、 西 部

の 標 高 1 0 0ｍ 付 近 か ら は 小 さ な 沖 積 平 野 が 形 成 さ れ て い る 。  

気 象 状 況 は 、 過 去 1 0 年 間 （ H . 2 7～ R . 6） の 平 均 値 で は 気 温 約

1 6 . 4℃ 、年 間 降 水 量 約 1 , 5 6 7  ㎜ 、年 間 降 水 日 数 1 2 0 日 で 比 較 的 温

暖 な 気 候 で あ る 。  

当 市 の 森 林 面 積 は 6 , 2 4 9  h a で 、市 域 の 総 面 積 1 1 , 1 4 0  h a の 5 6％

を 占 め て お り そ の 内 訳 は 民 有 林 5 , 5 3 0  h a、 国 有 林 が 7 1 9  h a で あ

る 。本 計 画 の 対 象 は 地 域 森 林 計 画 対 象 民 有 林 の 5 , 4 9 7  h a で あ る 。

本 市 で は 古 く か ら 「 や き も の 」 の 町 と し て 窯 業 が 栄 え 、 森 林 の 大

部 分 は か つ て 燃 料 材 の 採 取 と 窯 業 原 料 や 土 砂 等 の 採 掘 に よ っ て

荒 廃 し 洪 水 等 の 災 害 が 頻 発 し た が 、 明 治 末 期 か ら の 治 山 ・ 砂 防 事

業 に よ り 復 旧 し た 歴 史 が あ る 。 市 域 の 潜 在 自 然 植 生 は シ イ ・ カ シ

類 を 中 心 と し た 常 緑 広 葉 樹 林 帯 で あ る が 、 こ れ ら の 種 が 優 占 す る

森 林 は 前 述 の 歴 史 等 か ら ご く 僅 か に 分 布 す る の み で あ り 、 天 然 林

の 大 半 は ア カ マ ツ 、 コ ナ ラ 、 ア ベ マ キ 等 を 主 林 木 と す る 二 次 林 で

遷 移 の 途 上 に あ る 。 本 計 画 区 域 の 人 工 林 率 は 4 0％ で 県 下 全 域 の

6 4％ よ り か な り 低 く 、ま た 、人 工 林 の 6 1％ は マ ツ 類 が 主 林 木 で あ

る 。 こ れ は 、 か つ て 治 山 事 業 等 に よ っ て ク ロ マ ツ 等 が 植 栽 さ れ た

こ と に よ る も の で あ る 。 人 工 林 の 齢 級 別 で は 、 8 齢 級 以 下 の 森 林

は 5％ に す ぎ ず 、 9～ 1 4 齢 級 の 森 林 が 2 5％ を 占 め て い る 。  

今 計 画 期 間 内 に 標 準 伐 期 齢 に 達 す る 、 も し く は 達 し て い る 森 林

は 、ス ギ ・ ヒ ノ キ 人 工 林 で は 9 8％ 、マ ツ 類 人 工 林 で は 9 9％ に 及 ぶ

が 、 木 材 価 格 の 低 迷 等 経 済 的 な 事 情 か ら 伐 期 が 延 長 さ れ る 傾 向 が

強 く 、 昨 今 で は 市 内 に お い て は 林 業 目 的 の 伐 採 は ほ と ん ど さ れ て

い な い 。 ま た 、 天 然 林 に つ い て は 、 地 元 自 治 会 等 に よ っ て 一 体 的

に 所 有 管 理 さ れ て い る 山 が あ る 一 方 で 、 か つ て の 山 林 分 譲 ブ ー ム

等 で 細 分 ・ 販 売 さ れ た 山 が 散 見 さ れ 、 資 産 保 有 を 目 的 と し た 森 林

所 有 者 も 相 当 数 に の ぼ る と 推 定 さ れ る 。 自 己 の 所 有 す る 山 林 の 境

界 が 不 明 で あ っ た り 、 所 有 者 に よ っ て は 他 の 用 途 へ の 転 用 を 望 む

傾 向 も 見 ら れ た り し て お り 、 全 般 的 に は 林 業 生 産 活 動 等 の 停 滞 に

よ っ て 、 管 理 の 不 十 分 な 森 林 が 増 加 し 森 林 の 公 益 的 機 能 が 低 下 す

る こ と が 危 惧 さ れ て い る 。  

ま た 、近 年 、森 林 に 対 す る 地 域 住 民 の 意 識 や 価 値 観 が 多 様 化 し 、

木 材 生 産 機 能 の み な ら ず 、 生 活 環 境 の 保 全 、 水 源 の 涵 養 、 保 健 文

化 機 能 等 の 公 益 的 機 能 が 要 求 さ れ て い る 。  
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こ う し た 現 状 か ら 、 森 林 の 有 す る 多 面 的 な 機 能 を 高 度 に 発 揮 さ

せ る た め 、 森 林 を 健 全 な 状 態 に 維 持 し 、 又 は 期 待 さ れ る 機 能 を 最

高 度 に 発 揮 さ せ る こ と が で き る 森 林 の 状 態 へ と 誘 導 す る た め の

森 林 整 備 を 基 本 と し 、 多 様 な 森 林 施 業 へ の 取 組 を 助 長 す る た め の

施 策 が 求 め ら れ て い る と こ ろ で あ る 。  

 

２  森 林 整 備 の 基 本 方 針  

（ １ ） 地 域 の 目 指 す べ き 森 林 資 源 の 姿  

森 林 の 主 な 機 能 を 、 水 源 涵 養 機 能 、 山 地 災 害 防 止 機 能 ／ 土 壌

保 全 機 能 、 快 適 環 境 形 成 機 能 、 保 健 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 機 能 、

文 化 機 能 、 生 物 多 様 性 保 全 機 能 か ら な る 公 益 的 機 能 及 び 木 材 等

生 産 機 能 に 大 別 し 、 各 機 能 に 応 じ た 望 ま し い 森 林 資 源 の 姿 を 次

の と お り 定 め る 。  

ア  水 源 涵 養 機 能  

下 層 植 生 と と も に 樹 木 の 根 が 発 達 す る こ と に よ り 、 水 を 蓄 え

る 隙 間 に 富 ん だ 浸 透 ・ 保 水 能 力 の 高 い 森 林 土 壌 を 有 す る 森 林 で

あ っ て 、 必 要 に 応 じ て 浸 透 を 促 進 す る 施 設 等 が 整 備 さ れ て い る

森 林  

イ  山 地 災 害 防 止 機 能 ／ 土 壌 保 全 機 能  

下 層 植 生 が 生 育 す る た め の 空 間 が 確 保 さ れ 、 適 度 な 光 が 射 し

込 み 、 下 層 植 生 と と も に 樹 木 の 根 が 深 く 広 く 発 達 し 土 壌 を 保 持

す る 能 力 に 優 れ た 森 林 で あ っ て 、 必 要 に 応 じ て 山 地 災 害 を 防 ぐ

施 設 が 整 備 さ れ て い る 森 林  

ウ  快 適 環 境 形 成 機 能  

樹 高 が 高 く 枝 葉 が 多 く 茂 っ て い る な ど 遮 蔽 能 力 や 汚 染 物 質 の

吸 着 能 力 が 高 く 、 諸 被 害 に 対 す る 抵 抗 性 が 高 い 森 林  

エ  保 健 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 機 能  

身 近 な 自 然 や 自 然 と の ふ れ あ い の 場 と し て 適 切 に 管 理 さ れ 、

多 様 な 樹 種 等 か ら な り 、 住 民 等 に 憩 い と 学 び の 場 を 提 供 し て い

る 森 林 で あ っ て 、 必 要 に 応 じ て 保 健 ・ 教 育 活 動 に 適 し た 施 設 が

整 備 さ れ て い る 森 林  

オ  文 化 機 能  

史 跡 ・ 名 勝 等 と 一 体 と な っ て 潤 い あ る 自 然 景 観 や 歴 史 的 風 致

を 構 成 し て い る 森 林 で あ っ て 、 必 要 に 応 じ て 文 化 活 動 に 適 し た

施 設 が 整 備 さ れ て い る な ど 、 精 神 的 ・ 文 化 的 ・ 知 的 向 上 等 を 促

す 場 と し て の 森 林  

カ  生 物 多 様 性 保 全 機 能  

原 生 的 な 森 林 生 態 系 、 希 少 な 生 物 が 生 育 ・ 生 息 す る 森 林 、 陸

域 ・ 水 域 に ま た が り 特 有 の 生 物 が 生 育 ・ 生 息 す る 渓 畔 林 等 、 そ

の 土 地 固 有 の 生 物 群 集 を 構 成 す る 森 林  

キ  木 材 等 生 産 機 能  

林 木 の 生 育 に 適 し た 土 壌 を 有 し 、 木 材 と し て 利 用 す る 上 で 良
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好 な 樹 木 に よ り 構 成 さ れ 成 長 量 が 高 い 森 林 で あ っ て 、 林 道 等 の

基 盤 施 設 が 適 切 に 整 備 さ れ て い る 森 林  

 

（ ２ ） 森 林 整 備 の 基 本 的 な 考 え 方 及 び 森 林 施 業 の 推 進 方 策  

森 林 の 有 す る 機 能 ご と の 森 林 整 備 の 考 え 方 及 び 森 林 施 業 の 推

進 方 策  

森林の有する機能 森林整備の考え方及び森林施業の推進方策 

水源涵養機能 

ダ ム 集 水 区 域 や 主 要 な 河 川 の 上 流 に 位 置 す る 水 源

地 周 辺 の 森 林 並 び に 地 域 の 用 水 源 と し て 重 要 な た め

池 、 湧 水 地 、 渓 流 等 の 周 辺 に 存 す る 森 林 に つ い て は 、

水 源 涵 養 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る 森 林 と し て 整 備 及 び

保 全 を 推 進 す る 。  

具 体 的 に は 、良 質 な 水 の 安 定 供 給 を 確 保 す る 観 点 か

ら 、適 切 な 保 育 ・ 間 伐 を 促 進 し つ つ 、下 層 植 生 や 樹 木

の 根 を 発 達 さ せ る 施 業 を 基 本 と す る と と も に 、伐 採 に

伴 っ て 発 生 す る 裸 地 に つ い て は 、 縮 小 及 び 分 散 を 図

る 。ま た 、自 然 条 件 や 市 民 の ニ ー ズ 等 に 応 じ 、奥 地 水

源 林 等 の 人 工 林 に お け る 針 広 混 交 の 育 成 複 層 林 化 な

ど 天 然 力 も 活 用 し た 施 業 を 推 進 す る 。  

ダ ム 等 の 利 水 施 設 上 流 部 等 に お い て 、水 源 涵 養 の 機

能 が 十 全 に 発 揮 さ れ る よ う 、保 安 林 の 指 定 や そ の 適 切

な 管 理 を 推 進 す る こ と を 基 本 と す る 。  

山地災害防止機能 

／土壌保全機能 

山 腹 崩 壊 等 に よ り 人 命・人 家 等 施 設 に 被 害 を 及 ぼ す

お そ れ が あ る 森 林 な ど 、土 砂 の 流 出 ・ 崩 壊 の 防 備 そ の

他 山 地 災 害 の 防 備 を 図 る 必 要 の あ る 森 林 は 、山 地 災 害

防 止 機 能 ／ 土 壌 保 全 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る 森 林 と し

て 整 備 及 び 保 全 を 推 進 す る 。  

具 体 的 に は 、 災 害 に 強 い 市 土 を 形 成 す る 観 点 か ら 、

地 形 、地 質 等 の 条 件 を 考 慮 し た 上 で 、林 床 の 裸 地 化 の

縮 小 及 び 回 避 を 図 る 施 業 を 推 進 す る 。ま た 、自 然 条 件

や 市 民 の ニ ー ズ 等 に 応 じ 、天 然 力 も 活 用 し た 施 業 を 推

進 す る 。  

集 落 等 に 近 接 す る 山 地 災 害 の 発 生 の 危 険 性 が 高 い

地 域 等 に お い て 、土 砂 の 流 出 防 備 等 の 機 能 が 十 全 に 発

揮 さ れ る よ う 、保 安 林 の 指 定 や そ の 適 切 な 管 理 を 推 進

す る と と も に 、渓 岸 の 侵 食 防 止 や 山 脚 の 固 定 等 を 図 る

必 要 が あ る 場 合 に は 、谷 止 や 土 留 等 の 施 設 の 配 置 を 推

進 す る こ と を 基 本 と す る 。  



4 

快適環境形成機能 

市 民 の 日 常 生 活 に 密 接 な 関 わ り を 持 つ 里 山 林 等 で

あ っ て 、騒 音 や 粉 塵 等 の 影 響 を 緩 和 す る 森 林 及 び 森 林

の 所 在 す る 位 置 、気 象 条 件 等 か ら み て 風 害 、霧 害 等 の

気 象 災 害 を 防 止 す る 効 果 が 高 い 森 林 に つ い て は 、快 適

環 境 形 成 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る 森 林 と し て 整 備 及 び

保 全 を 推 進 す る 。  

具 体 的 に は 、地 域 の 快 適 な 生 活 環 境 を 保 全 す る 観 点

か ら 、風 や 騒 音 等 の 防 備 や 大 気 の 浄 化 の た め に 有 効 な

森 林 の 構 成 の 維 持 を 基 本 と し 、樹 種 の 多 様 性 を 増 進 す

る 施 業 や 適 切 な 保 育 ・ 間 伐 等 を 推 進 す る 。  

快 適 な 環 境 の 保 全 の た め の 保 安 林 の 指 定 や そ の 適

切 な 管 理 、防 風 、防 潮 等 に 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る

海 岸 林 等 の 保 全 を 推 進 す る 。  

保健・レクリエーシ

ョン機能 

観 光 的 に 魅 力 あ る 高 原 、渓 谷 等 の 自 然 景 観 や 植 物 群

落 を 有 す る 森 林 、キ ャ ン プ 場 や 森 林 公 園 等 の 施 設 を 伴

う 森 林 な ど 、市 民 の 保 健 ・ 教 育 的 利 用 等 に 適 し た 森 林

に つ い て は 、保 健 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 機 能 の 維 持 増 進

を 図 る 森 林 と し て 整 備 及 び 保 全 を 推 進 す る 。  

具 体 的 に は 、市 民 に 憩 い と 学 び の 場 を 提 供 す る 観 点

か ら 、自 然 条 件 や 市 民 の ニ ー ズ 等 に 応 じ 広 葉 樹 の 導 入

を 図 る な ど の 多 様 な 森 林 整 備 を 推 進 す る 。  

ま た 、保 健 等 の た め の 保 安 林 指 定 や そ の 適 切 な 管 理

を 推 進 す る 。  

文化機能 

史 跡 、名 勝 等 の 所 在 す る 森 林 や 、こ れ ら と 一 体 と な

り 優 れ た 自 然 景 観 等 を 形 成 す る 森 林 に つ い て は 、潤 い

あ る 自 然 景 観 や 歴 史 的 風 致 を 構 成 す る 観 点 か ら 、文 化

機 能 の 維 持 増 進 を 図 る 森 林 と し て 整 備 及 び 保 全 を 推

進 す る 。  

具 体 的 に は 、美 的 景 観 の 維 持 ・ 形 成 に 配 慮 し た 森 林

整 備 を 推 進 す る 。  

ま た 、風 致 の 保 存 の た め の 保 安 林 の 指 定 や そ の 適 切

な 管 理 を 推 進 す る 。  
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生物多様性保全機能 

全 て の 森 林 は 多 様 な 生 物 の 生 育・生 息 の 場 と し て 生

物 多 様 性 の 保 全 に 寄 与 し て い る 。 こ の こ と を 踏 ま え 、

森 林 生 態 系 の 不 確 実 性 を 踏 ま え た 順 応 的 管 理 の 考 え

方 に 基 づ き 、時 間 軸 を 通 し て 適 度 な 攪 乱 に よ り 常 に 変

化 し な が ら も 、一 定 の 広 が り に お い て そ の 土 地 固 有 の

自 然 条 件・自 然 条 件 等 に 適 し た 様 々 な 生 育 段 階 や 樹 種

か ら 構 成 さ れ る 森 林 が バ ラ ン ス 良 く 配 置 さ れ て い る

こ と を 目 指 す 。  

と り わ け 、原 生 的 な 森 林 生 態 系 、希 少 な 生 物 が 生 育・

生 息 す る 森 林 、陸 域 ・ 水 域 に ま た が り 特 有 の 生 物 が 生

育・生 息 す る 渓 畔 林 な ど の 属 地 的 に 機 能 の 発 揮 が 求 め

ら れ る 森 林 に つ い て は 、生 物 多 様 性 保 全 機 能 の 維 持 増

進 図 る 森 林 と し て 保 全 す る 。ま た 、野 生 生 物 の た め の

回 廊 の 確 保 に も 配 慮 し た 適 切 な 保 全 を 推 進 す る 。  

木材等生産機能 

林 木 の 生 育 に 適 し た 森 林 で 、効 率 的 な 森 林 施 業 が 可

能 な 森 林 に つ い て は 、木 材 等 生 産 機 能 の 維 持 増 進 を 図

る 森 林 と し て 整 備 を 推 進 す る 。  

具 体 的 に は 、木 材 等 の 林 産 物 を 維 持 的 、安 定 的 か つ

効 率 的 に 供 給 す る 観 点 か ら 、 森 林 の 健 全 性 を 確 保 し 、

木 材 需 要 に 応 じ た 樹 種 、径 級 の 木 材 を 生 育 さ せ る た め

の 適 切 な 造 林 、保 育 、間 伐 等 を 推 進 す る こ と を 基 本 と

し て 、将 来 に わ た り 育 成 単 層 林 と し て 維 持 す る 森 林 で

は 、主 伐 後 の 植 栽 に よ る 確 実 な 更 新 を 行 う 。こ の 場 合 、

施 業 の 集 団 化 や 機 械 化 を 通 じ た 効 率 的 な 整 備 を 推 進

す る こ と を 基 本 と す る 。  

注１： 森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林

の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防

ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必

ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要があ

る。 

注２： これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能

があるが、これについては二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林

の働きが保たれることによって発揮される属知性のない機能である

ことに留意する必要がある。 

 

３  森 林 施 業 の 合 理 化 に 関 す る 基 本 方 針  

尾 張 西 三 河 地 域 森 林 計 画 の 方 針 に 基 づ き 、 中 部 森 林 管 理 局 愛 知

森 林 管 理 事 務 所 、県 、森 林 所 有 者 、市 等 で 相 互 に 連 絡 を 密 に し て 、

森 林 施 業 の 共 同 化 等 、 長 期 展 望 に 立 っ た 林 業 諸 施 策 を 総 合 的 な 実

施 を 計 画 的 に 推 進 す る も の と す る 。  
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Ⅱ  森 林 の 整 備 に 関 す る 事 項  

第 １  森 林 の 立 木 竹 の 伐 採 に 関 す る 事 項 （ 間 伐 に 関 す る 事 項 を 除 く ） 

１  樹 種 別 の 立 木 の 標 準 伐 期 齢  

平 均 成 長 量 が 最 大 と な る 年 齢 を 基 準 と し 、 森 林 の 有 す る 公 益

的 機 能 、 既 往 の 平 均 伐 採 齢 及 び 森 林 の 構 成 を 勘 案 し 下 表 の と お

り と す る 。  

 

樹 種 別 の 立 木 の 標 準 伐 期 齢   

地域  
樹種 

スギ ヒノキ マツ類 その他針葉樹 広葉樹 

本市全域 ４０年 ４５年 ４０年 ４０年 ２０年 

な お 、 標 準 伐 期 齢 は 、 地 域 を 通 じ た 立 木 の 伐 採 （ 主 伐 ） の 時

期 に 関 す る 指 標 と し て 定 め る も の で あ る が 、 標 準 伐 期 齢 に 達 し

た 時 点 で の 森 林 の 伐 採 を 促 す た め の も の で は な い 。  

 

２  立 木 の 伐 採 （ 主 伐 ） の 標 準 的 な 方 法  

主 伐 に 当 た っ て は 、 森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 発 揮 と 森 林 生

産 力 の 維 持 増 進 に 配 慮 し て 行 う こ と と し 、 伐 採 跡 地 が 連 続 す る

こ と が な い よ う 、 伐 採 跡 地 間 に は 、 少 な く と も 周 辺 森 林 の 成 木

の 樹 高 程 度 の 幅 を 確 保 す る こ と と す る 。 伐 採 の 対 象 と す る 立 木

に つ い て は 、 標 準 伐 期 齢 以 上 を 目 安 と し て 選 定 す る こ と と す る 。 

ま た 、 伐 採 後 の 適 確 な 更 新 を 確 保 す る た め 、 あ ら か じ め 適 切

な 更 新 の 方 法 を 定 め 、 そ の 方 法 を 勘 案 し て 伐 採 を 行 う こ と と す

る 。 特 に 、 伐 採 後 の 更 新 が 天 然 更 新 に よ り 行 わ れ る 場 合 に は 、

天 然 稚 樹 の 生 育 状 況 、 母 樹 の 保 存 、 種 子 の 結 実 、 周 辺 の 伐 採 跡

地 の 天 然 更 新 の 状 況 等 に 配 慮 す る こ と と す る 。  

さ ら に 、 林 地 の 保 全 、 雪 崩 及 び 落 石 等 の 防 止 、 寒 風 害 等 の 各

種 被 害 の 防 止 、 風 致 の 維 持 並 び に 渓 流 周 辺 及 び 尾 根 筋 等 の 森 林

に お け る 生 物 多 様 性 の 保 全 等 の た め 必 要 が あ る 場 合 に は 、 所 要

の 保 護 樹 帯 を 設 置 す る こ と と す る 。  

 

（ １ ） 主 伐 の 方 法  

皆 伐 (主 伐 の う ち 択 伐 以 外 の も の )は 、 気 候 、 地 形 、 土 壌 等 の

自 然 的 条 件 及 び 公 益 的 機 能 の 確 保 の 必 要 性 を 踏 ま え 、 適 切 な 伐

採 区 域 の 形 状 、 １ 箇 所 当 た り の 伐 採 面 積 の 規 模 及 び 伐 採 区 域 の

モ ザ イ ク 的 配 置 に 配 慮 し 、伐 採 面 積 の 規 模 に 応 じ て 、２ ０ h a ご

と に 保 残 帯 を 設 け 、 適 確 な 更 新 を 図 る 。  

ま た 、 択 伐 に つ い て は 、 主 伐 の う ち 、 伐 採 区 域 の 森 林 を 構 成

す る 立 木 の 一 部 を 伐 採 す る 方 法 で あ っ て 、 単 木 ・ 帯 状 又 は 樹 群

を 単 位 と し て 伐 採 区 域 全 体 で は お お む ね 均 等 な 割 合 で 行 う も

の で あ り 、 材 積 に 係 る 伐 採 率 が ３ ０ ％ 以 下 （ 伐 採 後 の 造 林 が 植

栽 に よ る 場 合 に あ っ て は ４ ０ ％ 以 下 ） の 伐 採 と す る 。   
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択 伐 に 当 た っ て は 、 森 林 の 有 す る 多 面 的 機 能 の 維 持 増 進 が 図

ら れ る 適 正 な 林 分 構 造 と な る よ う 、 適 切 な 伐 採 率 に よ り 一 定 の

立 木 材 積 を 維 持 す る も の と す る 。  

な お 、 立 木 の 伐 採 の 標 準 的 な 方 法 を 進 め る に 当 た っ て は 、 以

下 の ア ～ オ に 留 意 す る 。  

ア  森 林 の 生 物 多 様 性 の 保 全 の 観 点 か ら 、 野 生 生 物 の 営 巣 等 に

重 要 な 空 洞 木 に つ い て 、 保 残 等 に 努 め る 。  

イ  森 林 の 多 面 的 機 能 の 発 揮 の 観 点 か ら 、 伐 採 跡 地 が 連 続 す る

こ と の な い よ う 、 少 な く と も 周 辺 森 林 の 成 木 の 樹 高 程 度 の 幅

を 確 保 す る 。  

ウ  伐 採 後 の 適 確 な 更 新 を 確 保 す る た め 、 あ ら か じ め 適 切 な 更

新 の 方 法 を 定 め そ の 方 法 を 勘 案 し て 伐 採 を 行 う も の と す る 。

特 に 、 伐 採 後 の 更 新 を 天 然 更 新 に よ る 場 合 に は 、 天 然 稚 樹 の

生 育 状 況 、 母 樹 の 保 存 、 種 子 の 結 実 等 に 配 慮 す る 。  

エ  林 地 の 保 全 、 雪 崩 、 落 石 等 の 防 止 、 寒 風 害 等 の 各 種 被 害 の

防 止 、 風 致 の 維 持 、 及 び 渓 流 周 辺 や 尾 根 筋 等 に 保 護 樹 帯 を 設

置 す る 。  

オ  上 記 ア ～ エ に 定 め る も の を 除 き 、「主 伐 時 に お け る 伐 採・搬

出 指 針 の 制 定 に つ い て 」（令 和 ３ 年 ３ 月 １ ６ 日 付 け ２ 林 整 整 第

１ １ ５ ７ 号 林 野 庁 長 官 通 知 ） の う ち 、 立 木 の 伐 採 方 法 に 関 す

る 事 項 に 留 意 す る こ と 。  

  ま た 、集 材 方 法 に つ い て は 、「 主 伐 時 に お け る 伐 採 ・ 搬 出 指

針 の 制 定 に つ い て 」（令 和 ３ 年 ３ 月 １ ６ 日 付 け ２ 林 整 整 第 １ １

５ ７ 号 林 野 庁 長 官 通 知 ） を 踏 ま え 、 現 地 に 適 し た 方 法 に よ り

実 施 す る も の と す る 。  

   

（ ２ ） 主 伐 の 時 期  

地 域 の 森 林 構 成 等 を 踏 ま え 、 公 益 的 機 能 の 発 揮 と の 調 和 に 配

慮 し 、 木 材 等 資 源 の 効 率 的 な 循 環 ・ 利 用 を 考 慮 し て 、 多 様 化 及

び 長 期 化 を 図 る も の と し 、 多 様 な 木 材 需 要 に 対 応 し た 林 齢 で 伐

採 す る 。  
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樹   種  

 

標  準  的 な  施 業  体 系  主伐時期 

の 目 安  

（年） 
生 産 目 標  期 待  径 級（㎝） 

ス   ギ  

 

 

心持ち柱材 

一般建築材 

造 作 材 

１８ 

２８ 

３６ 

４０ 

５５ 

７０ 

ヒ ノ キ 

 

 

心持ち柱材 

一般建築材 

造 作 材 

１８ 

２８ 

３６ 

４５ 

６５ 

８０ 

マ ツ 類 

 

一  般  材 

長 尺  材 

１８ 

２８ 

４０ 

７０ 

広 葉 樹 きのこ原木 １０ ２０ 

 

３  そ の 他 必 要 な 事 項  

保 安 林 及 び 保 安 施 設 地 区 内 の 森 林 並 び に 森 林 法 施 行 規 則 （ 昭 和

２ ６ 年 農 林 省 令 第 ５ ４ 号 ） 第 １ ０ 条 に 規 定 す る 森 林 に つ い て は 、

保 全 対 象 又 は 受 益 対 象 を 同 じ く す る 森 林 ご と に 制 限 の 目 的 の 達

成 に 必 要 な 施 業 を 行 う も の と す る 。  

ま た 、 森 林 の 生 物 多 様 性 の 保 全 の 観 点 か ら 、 施 業 の 実 施 に 当 た

っ て は 、 野 生 生 物 の 営 巣 、 餌 場 、 隠 れ 場 と し て 重 要 な 空 洞 木 や 枯

損 木 、目 的 樹 種 以 外 の 樹 種 で あ っ て も 目 的 樹 種 の 成 長 を 妨 げ な い

も の に つ い て は 、 保 残 に 努 め る も の と す る 。  

  

第 ２  造 林 に 関 す る 事 項  

１  人 工 造 林 に 関 す る 事 項  

人 工 造 林 に つ い て は 、 植 栽 に よ ら な け れ ば 的 確 な 更 新 が 困 難

な 森 林 や 公 益 的 機 能 の 発 揮 の 必 要 性 か ら 植 栽 を 行 う こ と が 適

当 で あ る 森 林 の ほ か 、 木 材 等 生 産 機 能 の 発 揮 が 期 待 さ れ 、 将 来

に わ た り 育 成 単 層 林 と し て 維 持 す る 森 林 に お い て 行 う 。  

 

（ １ ） 人 工 造 林 の 対 象 樹 種  

適 地 適 木 を 旨 と し て 、 次 表 の と お り と す る 。  

   

 
人工造林の対象樹種 

針葉樹 スギ、ヒノキ、マツ類 

広葉樹 アベマキ、コナラ等有用広葉樹 

な お 、郷 土 種 の 選 定 等 森 林 の 生 物 多 様 性 の 保 全 に も 留 意 す る 。 

ま た 、定 め ら れ た 樹 種 以 外 の 樹 種 を 植 栽 し よ う と す る 場 合 は 、

県 の 林 業 普 及 指 導 員 又 は 本 市 の 林 務 担 当 部 署 と も 相 談 の 上 、 適

切 な 樹 種 を 選 択 す る も の と す る 。  

   成 長 の 早 い エ リ ー ト ツ リ ー や 、 少 花 粉 ス ギ 等 の 花 粉 が 少 な い  
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苗 木 の 選 定 に 努 め る と と も に 、 そ れ ら の 苗 木 の 増 加 に 努 め る 。 

    

（ ２ ） 人 工 造 林 の 標 準 的 な 方 法  

ア  人 工 造 林 の 樹 種 別 及 び 仕 立 て の 方 法 別 の 植 栽 本 数  

施 業 の 効 率 性 や 地 位 等 の 自 然 条 件 を 踏 ま え 、 既 往 の 植 栽 本 数

や 保 安 林 の 指 定 施 業 要 件 を 勘 案 し て 、 仕 立 て の 方 法 別 に １ ヘ ク

タ ー ル 当 た り の 標 準 的 な 植 栽 本 数 を 次 表 の と お り と す る 。  

樹  種  仕立ての方法 
  標準的な植栽本数 

     （本/ha）  
備  考  

ス  ギ  

 密仕立て 

 中仕立て 

 疎仕立て 

    ５，０００ 

    ３，５００ 

    ２，５００ 

 

ヒ ノ キ  

 密仕立て 

 中仕立て 

 疎仕立て 

    ５，０００ 

    ３，５００ 

    ２，５００ 

 

 

 

マ  ツ 類  
 密仕立て 

 中仕立て 

   ４，５００ 

    ３，０００ 

 

 

広  葉 樹  
 密仕立て 

 中仕立て 

    ４，５００ 

    ３，０００ 

 

 

な お 、 複 層 林 化 を 図 る 場 合 の 樹 下 植 栽 に つ い て 、 そ れ ぞ れ の

地 域 に お い て 定 着 し て い る 複 層 林 施 業 体 系 が あ る 場 合 は 、 そ れ

を 踏 ま え つ つ 、 標 準 的 な 植 栽 本 数 に 下 層 木 以 外 の 立 木 の 伐 採 率

（ 材 積 に よ る 率 ） を 乗 じ た 本 数 以 上 を 植 栽 す る 。  

ま た 、 標 準 的 な 植 栽 本 数 の 範 囲 を 超 え て 植 栽 し よ う と す る 場

合 は 、 県 の 林 業 普 及 指 導 員 又 は 本 市 の 林 務 担 当 部 署 と も 相 談 の

上 、 適 切 な 植 栽 本 数 を 決 定 す る も の と す る 。  

 

イ  そ の 他 人 工 造 林 の 方 法  

区分 標準的な方法 

地拵えの方法 

植 栽 の 支 障 と な る 樹 木 及 び 下 草 は 、 全 部

を 伐 倒 又 は 刈 り 払 い を 行 い 、 ま た 、 植 栽 や

保 育 の 支 障 と な る 伐 倒 木 及 び 枝 条 等 が 、 林

地 内 に 残 存 す る 場 合 は 、 林 地 内 に 筋 置 き 等

に よ っ て 整 理 す る こ と を 標 準 と す る 。  

な お 、 寒 風 害 等 の 恐 れ の あ る 箇 所 に つ い

て は 、筋 刈 り や 保 護 樹 の 残 置 等 を 併 用 す る 。 

植付けの方法・時期 

自 然 条 件 お よ び 既 往 の 造 林 方 法 等 を 勘 案

す る と と も に 、 春 又 は 秋 に 植 え 付 け る こ と

を 標 準 と す る が 、 苗 木 を コ ン テ ナ 苗 と す る

場 合 は 、地 域 の 既 往 の 成 績 も 考 慮 し な が ら 、

上 記 以 外 の 時 期 に も 植 栽 で き る も の と す
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る 。  

ま た 、 コ ン テ ナ 苗 の 活 用 や 伐 採 と 造 林 を

一 体 で 行 う 一 貫 作 業 シ ス テ ム の 導 入 を 検 討

す る も の と す る 。  

低 コ ス ト 造 林  

１ ， ０ ０ ０ ～ ２ ， ０ ０ ０ 本 ／ h a の 疎 植 を 行

う 場 合 は 、 チ ュ ー ブ や 筒 状 ネ ッ ト 、 防 護 柵

等 に よ る 獣 害 対 策 を 講 じ る と と も に 、 経 過

を 確 認 し つ つ 、 必 要 に 応 じ て 下 刈 り 等 の 保

育 作 業 を 行 う も の と す る 。  

 

（ ３ ） 伐 採 跡 地 の 人 工 造 林 を す べ き 期 間  

森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 維 持 及 び 早 期 回 復 並 び に 森 林 資 源

の 造 成 を 図 る 観 点 か ら 、 ３ に 定 め る 植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な

更 新 が 困 難 な 森 林 に 指 定 さ れ て い る 森 林 の 更 新 な ど 人 工 造 林

に よ る も の で 、 皆 伐 に よ る 伐 採 に 係 る も の に つ い て は 、 当 該 伐

採 が 終 了 し た 日 を 含 む 年 度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら 起 算 し て ２ 年

以 内 に 人 工 造 林 を 実 施 し 更 新 を 図 る も の と す る 。  

ま た 、 択 伐 に よ る 伐 採 に 係 る も の に つ い て は 、 伐 採 に よ る 森

林 の 公 益 的 機 能 へ の 影 響 を 考 慮 し 、 伐 採 が 終 了 し た 日 を 含 む 年

度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら 起 算 し ５ 年 以 内 に 人 工 造 林 を 実 施 し 更

新 を 図 る も の と す る 。  

    

２  天 然 更 新 に 関 す る 事 項  

天 然 更 新 に つ い て は 、 前 生 稚 樹 の 生 育 状 況 、 母 樹 の 存 在 な ど

森 林 の 現 況 や 、 気 候 、 地 形 、 土 壌 等 の 自 然 的 条 件 、 ま た 林 業 技

術 体 系 等 か ら み て 、 主 と し て 天 然 力 の 活 用 に よ り 適 確 な 更 新 が

図 ら れ る 森 林 に お い て 行 う と と も に 、 以 下 の 天 然 更 新 完 了 基 準

に よ り 、 森 林 の 確 実 な 更 新 を 図 る も の と す る 。  

 

（ １ ） 天 然 更 新 の 対 象 樹 種  

天 然 更 新 の 対 象 樹 種 （ 後 継 樹 と し て 更 新 の 対 象 と す る 高 木 性

の 樹 種 。 以 下 同 じ 。） は 、 次 表 の と お り と す る 。  

     

 

天然更新の対象樹種 

広葉樹 

 

カシ類、ナラ類、ホオノキ、クスノキ、サクラ類、カ

エデ類、シデ類等 

 

 

ぼう芽による更

新が可能な樹種 

 

同上 
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     天然更新の完了基準 

更新完了の判

断基準 

①  後 継 樹 は 、更 新 対 象 樹 種 の う ち 樹 高 が ０ ．５ メ

ー ト ル 以 上 の 稚 樹 、幼 樹 、若 齢 木 、ぼ う 芽 枝 等 と

す る 。  

②  更 新 が 完 了 し た 状 態 は 、 次 表 で 示 す 期 待 成 立

本 数 に １ ０ 分 の ３ を 乗 じ た 本 数 が 確 保 さ れ て い

る も の と す る 。  

③  上 記 の 条 件 を 満 た す 場 合 で あ っ て も 、 獣 害 等

に よ り 健 全 な 生 育 が 期 待 で き な い 恐 れ が あ る 場

合 に は 、 適 切 な 防 除 方 策 を 実 施 す る こ と 。  

 

（ ２ ） 天 然 更 新 の 標 準 的 な 方 法  

ア  天 然 更 新 の 対 象 樹 種 の 期 待 成 立 本 数  

天 然 更 新 の 対 象 樹 種 に つ い て 、 期 待 成 立 本 数 は 次 表 の と お り

と し 、 天 然 更 新 を 行 う 際 に は 、 そ の 本 数 に １ ０ 分 の ３ を 乗 じ た

本 数 以 上 の 本 数（ た だ し 、草 丈 以 上 の も の に 限 る 。）を 更 新 す る

も の と す る 。       

樹種 期待成立本数 

広葉樹 １０，０００本/ha 

注：樹高は３０㎝以上とする 

 

イ  天 然 更 新 補 助 作 業 の 標 準 的 な 方 法  

区分 標準的な方法 

地表処理 

サ サ や 粗 腐 植 の 堆 積 等 に よ り 天 然 下 種 更 新 が 阻害

されている箇所において、かき起こし、枝条整理等の

作業を行う。 

刈出し 
サ サ な ど の 下 層 植 生 に よ り 天 然 稚 樹 の 生 育 が 阻害

されている箇所について行う。 

植込 
天然稚樹の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分

な箇所に必要な本数を植栽する。 

芽かき等 
ぼう芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を

考慮し、必要に応じ、芽かき又は植込を行う。 

      

ウ  そ の 他 天 然 更 新 の 方 法  

伐 採 跡 地 の 天 然 更 新 の 状 況 を 確 認 す る 方 法 は 、 以 下 の と お り

す る 。  

な お 、 更 新 す べ き 立 木 の 本 数 に 満 た ず 天 然 更 新 が 困 難 で あ る

と 判 断 さ れ る 場 合 に は 天 然 更 新 補 助 作 業 又 は 人 工 造 林 に よ り

確 実 に 更 新 を 図 る 。  
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（ア）標 準 地 の 設 定  

標 準 地 の 面 積 は 、 ０ ． ０ １ h a 程 度 と す る 。 標 準 地 の 箇 所 は 、

対 象 区 域 が １ h a 未 満 の 場 合 は １ 箇 所 。１ h a 以 上 の 場 合 は 、１ h a

に つ き １ 箇 所 設 定 す る 。   

（イ）調 査 内 容 な ど  

標 準 地 の 全 本 数 を 樹 種 ご と に 確 認 し 、 記 録 す る 。   

     

（ ３ ） 伐 採 跡 地 の 天 然 更 新 を す べ き 期 間  

森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 維 持 及 び 早 期 回 復 並 び に 森 林 資 源

の 造 成 を 旨 と し て 、 伐 採 し た 年 度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら 起 算 し て

５ 年 を 経 過 し た 時 点 で 、 ２ の （ １ ） に 定 め る 天 然 更 新 の 完 了 基

準 を 満 た し て い る こ と と す る 。 た だ し 、 そ の 時 点 で 期 待 成 立 本

数 の １ ０ 分 の ３ を 下 回 る も の に つ い て 、 そ の 後 ２ 年 以 内 に １ ０

分 の ３ 以 上 と な る よ う 植 栽 す る も の と す る 。  

  

３  植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 に 関 す る 事 項  

 （ １ ） 植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 の 基 準  

    植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 は 、 原 則 人 工 林

と す る 。  

    た だ し 、 伐 採 方 法 が 皆 伐 で な い 場 合 、 伐 採 後 の 天 然 更 新 が 確

実 に 見 込 ま れ る 場 合 、 伐 採 規 模 が 小 面 積 （ １ ｈ ａ 未 満 ） の 場 合

等 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 

（ ２ ） 植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 の 所 在  

森林の区域 備考 

該当なし  

 

４  森 林 法 第 1 0 条 の 9 第 4 項 の 規 定 に 基 づ く 伐 採 の 中 止 又 は 造

林 を す べ き 旨 の 命 令 の 基 準  

森 林 法 第 1 0 条 の 9 第 4 項 の 規 定 に 基 づ く 伐 採 の 中 止 又 は 造

林 の 命 令 の 基 準 に つ い て は 、 次 の と お り 定 め る 。  

（ １ ） 造 林 の 対 象 樹 種  

ア  人 工 造 林 の 場 合  

     １（１）による。 

イ  天 然 更 新 の 場 合  

     ２（１）による。 

 

（ ２ ） 生 育 し 得 る 最 大 の 立 木 の 本 数  

植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 以 外 の 森 林 の 伐

採 跡 地 に お け る 植 栽 本 数 を 定 め る に あ た り 、 天 然 更 新 の 対 象 樹

種 の 立 木 が 5 年 生 時 点 で 、 生 育 し 得 る 最 大 の 立 木 の 本 数 と し て
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1 0 , 0 0 0 本 / h a と す る 。  

ま た 、 対 象 樹 種 の う ち 周 辺 の 草 丈 に 一 定 程 度 の 余 裕 高 を 加 え

た 樹 高 以 上 の も の に つ い て 、 そ の 本 数 に 1 0 分 の 3 を 乗 じ た 本

数 以 上 の 本 数 を 成 立 さ せ る も の と す る 。  

 

５  そ の 他 必 要 な 事 項  

特 に な し  

 

第 ３  間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他

間伐及び保育の基準 

１  間 伐 を 実 施 す べ き 標 準 的 な 林 齢 及 び 間 伐 の 標 準 的 な 方 法   

間 伐 は 、 森 林 の 立 木 の 成 育 の 促 進 並 び に 林 分 の 健 全 化 及 び 利

用 価 値 の 向 上 を 図 る も の と し 、 間 伐 の 回 数 及 び そ の 実 施 時 期 、

間 伐 率 等 に つ い て 、 次 表 を 標 準 と す る 。  

な お 、 伐 採 年 度 の 翌 伐 採 年 度 の 初 日 か ら 起 算 し て お お む ね ５

年 後 に お い て そ の 森 林 の 樹 冠 疎 密 度 が １ ０ 分 の ８ 以 上 に 回 復

す る こ と が 認 め ら れ る 範 囲 内 で 行 う も の と す る 。  

 

樹種 

 

施業体系  

 

植 栽 本 数

(本 /ha) 

間伐を実施すべき標準的

な林齢（年） 
標準的な方法 

 

備考 

初回 ２回目 ３回目 

以降 

ス 

ギ 

密仕立て  5,000 １６ ２２ ２９ 間伐率は、材積で

概 ね ３ ５ ％ 以 内 と

する。間伐木の選定

は、林分構成の適正

化 を 図 る よ う 形 質

不 良 木 等 に 偏 る こ

と な く 行 う こ と と

する。 

 効 率 的 な 作 業 実

施上、必要に応じて

列 状 伐 採 の 実 施 も

考 慮 す る こ と と す

る 

 

中仕立て  3,500 １６ ２４ － 

疎仕立て  2,500 １６ ２４ － 

ヒノ

キ 

密仕立て  5,000 １６ ２２ ２９ 

中仕立て  3,500 １６ ２４ － 

疎仕立て  2,500 １６ ２４ － 

標 準 伐 期 齢 以 上 の 林 齢 に つ い て も 対 象 と し 、 高 齢 級 の 森 林 に

お け る 間 伐 に つ い て は 、 立 木 の 成 長 力 に 留 意 す る 。  

間 伐 の 実 施 の 時 期 に つ い て は 、 上 記 の 標 準 的 な 樹 齢 と す る ほ

か 、 平 均 的 な 間 伐 の 実 施 時 期 の 間 隔 の 年 数 は 、 標 準 伐 期 齢 未 満

の 場 合 は １ ０ 年 、 標 準 伐 期 齢 以 上 の 場 合 は １ ５ 年 と す る 。  
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２  保 育 の 種 類 別 の 標 準 的 な 方 法  

保 育 の 標 準 的 な 方 法 に つ い て は 、 次 表 の と お り と す る 。  

保育の種

類  

樹  

種  

実施すべき標準的な 

林齢及び回数 標準的な方法 備考 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  1 2  1 6  

下  刈  

ス  

ギ  
２  １  １  １  １  １  １  １      植 栽 木 が 下 草 か ら

抜け出る間に行う。実

施 時 期 は ６ 月 か ら ７

月頃を目安とする。 

 

ヒ

ノ

キ 

２  １  １  １  １  １  １  １     

つる切 

ス  

ギ  
        １  １   

 下刈終了後、つるの

繁 茂 の 状 況 に 応 じ て

行う。実施時期は、６

月 か ら ７ 月 頃 を 目 安

とする。 

 

ヒ

ノ

キ 

        １  １   

除  伐  

ス  

ギ  
        １  １   

 造 林 木 の 成 長 を 阻

害したり、阻害が予想

さ れ る 侵 入 木 や 形 質

不良木を除去する。侵

入 し た 広 葉 樹 に つ い

ては、土壌の維持や改

善、景観の向上等を図

るため、形質の良好な

も の の 保 存 を 考 慮 す

る。実施時期は、６月

か ら ８ 月 頃 を 目 安 と

する。 

 

ヒ

ノ

キ 

        １  １   

枝打ち 

ス  

ギ  
        １  １  １  

 病 害 虫 の 発 生 を 予

防するとともに、材の

完満度を高め、優良材

を得るために行う。実

施 時 期 は 樹 木 の 生 長

休 止 期 の １ １ 月 か ら

３月頃とする。 

 

ヒ

ノ

キ 

        １  １  １  

 

３  そ の 他 必 要 な 事 項  

育 成 複 層 林 に お い て は 、 下 層 木 の 育 成 に 必 要 な 林 内 照 度 を 確

保 す る た め 、 生 育 状 況 に 応 じ て 上 層 木 の 伐 採 及 び 枝 打 ち を 行 う 。 
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第 ４  公 益 的 機 能 別 施 業 森 林 等 の 整 備 に 関 す る 事 項  

１  公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

（ １ ） 水 源 の 涵 養 の 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業 を 推 進 す

べ き 森林 

ア  区 域 の 設 定  

水 源 の 涵 養 の 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 施 業 を 推 進 す べ き

森 林 は 別 表 １ の と お り と す る 。  

イ  施 業 の 方 法  

施 業 の 方 法 と し て 、 下 層 植 生 や 樹 木 の 根 を 発 達 さ せ る 施 業 を

基 本 と し 、 伐 期 の 間 隔 の 拡 大 、 伐 採 に 伴 っ て 発 生 す る 裸 地 の 縮

小 及 び 分 散 を 図 る も の と す る 。 森 林 の 区 域 に つ い て は 、 別 表 ２

の と お り と す る 。  

 

森 林 の 伐 期 齢 の 下 限  

樹種 

スギ ヒノキ マツ類 その他針葉樹 広葉樹 

５０年 ５５年 ５０年 ５０年 ３０年 

 

（ ２ ） 土 地 に 関 す る 災 害 の 防 止 及 び 土 壌 の 保 全 の 機 能 、 快 適 な 環 境

の 形 成 の 機 能 又 は 保 健 文 化 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業 を

推 進 す べ き 森 林 そ の 他 水 源 涵 養 機 能 増 進 森 林 以 外 の 森 林  

ア  区 域 の 設 定  

土 地 に 関 す る 災 害 の 防 止 及 び 土 壌 の 保 全 の 機 能 、 快 適 な 環 境

の 形 成 の 機 能 又 は 保 健 文 化 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林

施 業 を 推 進 す べ き 森 林 そ の 他 水 源 涵 養 機 能 増 進 森 林 以 外 の 森

林 は 別 表 １ の と お り と す る 。  

イ  施 業 の 方 法  

施 業 の 方 法 と し て 、 地 形 ・ 地 質 等 の 条 件 を 考 慮 し た 上 で 伐 採

に 伴 っ て 発 生 す る 裸 地 化 の 縮 小 並 び に 回 避 を 図 る と と も に 天

然 力 も 活 用 し た 施 業 、 風 や 騒 音 等 の 防 備 や 大 気 の 浄 化 の た め に

有 効 な 森 林 の 構 成 の 維 持 を 図 る た め の 施 業 、 憩 い と 学 び の 場 を

提 供 す る 観 点 か ら の 広 葉 樹 の 導 入 を 図 る 施 業 、 美 的 景 観 の 維

持 ・ 形 成 に 配 慮 し た 施 業 を 推 進 す る 。  

な お 、 こ れ ら の 公 益 的 機 能 の 維 持 増 進 を 特 に 図 る た め の 施 業

を 推 進 す べ き 森 林 に つ い て は 、 択 伐 に よ る 複 層 林 施 業 を 推 進 す

べ き 森 林 と す る 。 そ れ 以 外 の 森 林 に つ い て は 、 択 伐 以 外 の 方 法

に よ る 複 層 林 施 業 を 推 進 す べ き 森 林 と す る 。  

た だ し 、 適 切 な 伐 区 の 形 状 ・ 配 置 等 に よ り 、 伐 採 後 の 林 分 に

お い て こ れ ら の 機 能 の 確 保 が で き る 森 林 は 、 長 伐 期 施 業 を 推 進

す べ き 森 林 と し 、 主 伐 の 時 期 を 標 準 伐 期 齢 の お お む ね ２ 倍 以 上

と す る と と も に 、 伐 採 に 伴 っ て 発 生 す る 裸 地 の 縮 小 及 び 分 散 を

図 る も の と す る 。  
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な お 、 保 健 文 化 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 施 業 を 推 進 す べ

き 森 林 の う ち 、 特 に 、 地 域 独 自 の 景 観 等 が 求 め ら れ る 森 林 に お

い て は 、 風 致 の 優 れ た 森 林 の 維 持 又 は 造 成 の た め に 特 定 の 樹 種

の 広 葉 樹 を 育 成 す る 施 業 を 推 進 す る も の と す る 。  

そ れ ぞ れ の 森 林 の 区 域 に つ い て は 別 表 ２ の と お り と す る 。  

 

長 伐 期 施 業 を 推 進 す べ き 森 林 の 伐 期 齢 の 下 限  

樹種 

スギ ヒノキ マツ類 その他針葉樹 広葉樹 

８０年 ９０年 ８０年 ８０年 ４０年 

 

２  木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の

区域及び当該区域内における施業の方法 

（ １ ） 区 域 の 設 定  

木 材 の 生 産 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 施 業 を 推 進 す べ き 森

林 は 別 表 １ の と お り と す る 。  

 

（ ２ ） 施 業 の 方 法  

適 切 な 造 林 、 保 育 及 び 間 伐 等 を 推 進 す る こ と を 基 本 と し 、 施

業 の 集 約 化 、 路 網 整 備 や 機 械 化 等 を 通 じ た 効 率 的 な 森 林 整 備 を

推 進 す る 。  

 

    別表１  

区分 森林の区域 面積（ha） 

水源の涵養の機能

の維持増進を図る

ための施業を推進

すべき森林 

１３～１６林班、１８林班は～と、り、

ぬ、お、わ、２１林班い、は、２２林班ほ

～り、２９林班は、に、４１林班に～よ、

４２林班ろ～り、４３林班ろ、４９林班、

５０林班、７８林班ろ～と、１１０林班ろ

～に 

1,502.44 

土地に関する災害 

の防止及び土壌の

保全の機能の維持

増進を図るための

施業を推進すべき

森林 

１林班、３林班へ、７林班、８林班、２２

林班い～に、２３林班、２４林班、２９林

班ろ、３１林班い、４０林班、４２林班

い、４３林班い、４４林班、４５林班、５

３林班い、６４林班、６６林班、６９林

班、８０林班、８１林班、８３林班ろ、８

４～８８林班、９０林班、９１林班、９５

林班い、９６林班、１０５林班はの一部、

１０９林班いの一部 

1,471.68 
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    別表２  

快適な環境の形成

の機能の維持増進

を図るための施業

を推進すべき森林 

該当なし － 

保健文化機能の維

持増進を図るため

の施業を推進すべ

き森林 

２林班、３林班への一部、４１林班い～

は、８６林班、９０林班、１０５林班はの

一部、１０９林班いの一部 

428.07 

木材の生産機能の

維持増進を図るた

めの施業を推進す

べき森林 

該当なし － 

区分 施業の方法 森林の区域 面積（ha） 

伐期の延長を推進すべき森林 １３～１６林班、１８林班は

～と、り、ぬ、お、わ、２１

林班い、は、２２林班ほ～

り、２９林班は、に、４１林

班に～よ、４２林班ろ～り、

４３林班ろ、４９林班、５０

林班、７８林班ろ～と、１１

０林班ろ～に 

1,502.44 

長伐期施業を推進すべき森林 １林班、２林班、３林班へ、

７林班、８林班、２２林班い

～に、２３林班、２４林班、

２９林班ろ、３１林班い、３

８林班に、４０林班、４１林

班い～は、４２林班い、４３

林班い、４４林班、４５林

班、５３林班い、６４林班、

６６林班、６９林班、８０林

班、８１林班、８３林班ろ、

８４～８８林班、９０林班、

９１林班、９５林班い、９６

林班、１０５林班はの一部、

１０９林班いの一部 

1,754.44 
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な お 、 保 安 林 及 び 愛 知 県 自 然 環 境 保 全 地 域 特 別 地 区 に つ い て

は 、 各 法 令 で 定 め ら れ て い る 施 業 方 法 を 遵 守 す る こ と 。  

 

３  そ の 他 必 要 な 事 項  

（ １ ） 施 業 実 施 協 定 の 締 結 の 促 進 方 法  

現 在 瀬 戸 市 内 で は 森 林 整 備 を 実 施 し て い る N P O 法 人 は な い 。

今 後 、 N P O 法 人 が 森 林 整 備 を 実 施 す る う え で 施 業 実 施 協 定 の 締

結 が 必 要 と な っ た 場 合 は 、 県 、 市 が 必 要 な 助 言 を 行 っ て 協 定 締

結 に つ な げ る 。  

 

（ ２ ） そ の 他  

特 に な し  

 

第 ５  委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１  森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

森 林 所 有 者 の 意 向 、 林 業 経 営 体 の 状 況 、 市 場 の 動 向 等 を 的 確

に 把 握 す る 体 制 を 整 備 し 、 相 互 の 情 報 提 供 と 活 用 を 図 る こ と に

よ り 、 森 林 施 業 の 受 委 託 の 推 進 を 図 る 。  

 

２  森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するため

の方策 

森 林 所 有 者 等 へ の 働 き か け 、 施 業 集 約 化 に 向 け た 長 期 の 施 業

の 受 委 託 な ど 森 林 の 経 営 の 受 委 託 に 必 要 な 情 報 の 入 手 方 法 の

周 知 を は じ め と し た 普 及 啓 発 活 動 の ほ か 、 施 業 集 約 化 に 取 り 組

む 者 に 対 す る 森 林 情 報 の 提 供 、 助 言 及 び あ っ せ ん を 行 い 、 森 林

経 営 計 画 の 作 成 を 促 進 す る 。  

 

３  森 林 の 経 営 の 受 委 託 等 を 実 施 す る 上 で 留 意 す べ き 事 項  

 森 林 経 営 の 委 託 に 当 た っ て は 、 森 林 所 有 者 と 林 業 経 営 体 と の

    

複 層 林 施 業 を 推

進すべき森林 

複層林施業（択

伐 に よ る も の

を除く） 

該当なし 

 

－ 

択 伐 に よ る 複

層 林 施 業 を 推

進すべき森林 

該当なし 

 

－ 

 

特 定 広 葉 樹 の 育 成 を 行 う 施 業 を

推進すべき森林 

 

該当なし 

 

－ 
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間 で 森 林 経 営 委 託 契 約 を 締 結 し 、 森 林 経 営 計 画 の 作 成 が 必 要 で

あ る こ と を 森 林 所 有 者 に 周 知 す る 。  

森 林 経 営 委 託 契 約 の 内 容 に は 、 森 林 所 有 者 が 当 該 森 林 に 係 る

立 木 の 育 成 、 森 林 の 保 護 や 作 業 路 網 の 整 備 等 に 関 す る 権 限 を 委

ね て い る こ と が 必 要 に な る こ と を 森 林 所 有 者 に 周 知 す る 。  

 

４  森 林 経 営 管 理 制 度 の 活 用 に 関 す る 事 項  

本 市 で は 、「 森 林 環 境 譲 与 税 の 活 用 に 向 け た 基 本 方 針 」を 策 定

し て お り 、 森 林 整 備 に お い て 森 林 経 営 管 理 制 度 の 活 用 に つ い て

研 究 に 取 り 組 む こ と と し 、 治 山 事 業 等 と 共 に 森 林 整 備 の 手 法 の

一 つ と し て 活 用 を 検 討 す る 。  

      

５  そ の 他 必 要 な 事 項  

特になし 

 

第 ６  森 林 施 業 の 共 同 化 の 促 進 に 関 す る 事 項  

１  森 林 施 業 の 共 同 化 の 促 進 に 関 す る 方 針  

本 市 の 地 域 森 林 計 画 対 象 民 有 林 面 積 約 5 , 5 0 1  h a の う ち 3 0％

は 公 有 林 で あ る が 、残 り の 7 0％ を 占 め る 私 有 林 に お い て は 、林

家 数 の 7 8％ が 5  h a 未 満 、 6 7％ は 3  h a 未 満 の 零 細 所 有 規 模 と な

っ て い る 。 そ の う ち 一 部 の 森 林 所 有 者 に お い て は 日 頃 か ら 境 界

の 保 全 管 理 や 保 育 等 を 積 極 的 に 実 施 し 所 有 す る 山 の 整 備 を 行

っ て い る が 、 一 方 で は 、 山 林 分 譲 や 相 続 等 に よ っ て 取 得 し た も

の の 所 有 す る 山 林 の 位 置 す ら 不 明 確 な 森 林 所 有 者 も 多 数 存 在

す る と 推 察 さ れ る 。 こ う し た 現 状 を 踏 ま え 、 森 林 整 備 に 積 極 的

な 森 林 所 有 者 や 林 業 従 事 者 等 と 連 携 を 保 ち 、 現 地 確 認 等 も あ わ

せ 森 林 の 所 有 管 理 の 適 正 化 等 を 進 め つ つ 、 小 流 域 等 を 単 位 と し

て 施 業 の 共 同 化 を 推 進 す る 。  

 

２  施 業 実 施 協 定 の 締 結 そ の 他 森 林 施 業 の 共 同 化 の 促 進 方 策  

施 業 の 共 同 化 に よ る 合 理 的 な 林 業 経 営 を 促 進 す べ き 区 域 に つ

い て は 、 森 林 所 有 者 や 地 域 の 意 向 を 踏 ま え 、 国 ・ 県 の 補 助 事 業

等 を 積 極 的 に 活 用 し て 実 効 性 の あ る 施 業 実 施 協 定 締 結 に 向 け

て 調 整 し 、 森 林 の 整 備 を 進 め る も の と す る 。  

 

３  共 同 し て 森 林 施 業 を 実 施 す る 上 で 留 意 す べ き 事 項  

（ １ ）共 同 し て 施 業 を 実 施 し よ う と す る 者（ 以 下「 共 同 施 業 実 施 者 」

と い う 。）全 員 に よ り 各 年 度 の 当 初 な ど に 年 次 別 の 詳 細 な 実 施 計

画 を 作 成 し て 代 表 者 な ど に よ る 実 施 管 理 を 行 う も の と し 、 間 伐

を 中 心 と し て 施 業 は 可 能 な 限 り 共 同 で 又 は 意 欲 あ る 林 業 経 営 体

な ど へ の 共 同 委 託 に よ り 実 施 す る 。   
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（ ２ ）作 業 路 網 そ の 他 の 施 設 の 維 持 運 営 は 共 同 施 業 実 施 者 の 共 同 に

よ り 実 施 す る 。  

（ ３ ）共 同 施 業 実 施 者 が 施 業 な ど の 共 同 化 に つ き 遵 守 し な い こ と

に よ り 、 そ の 者 が 他 の 共 同 施 業 実 施 者 に 不 利 益 を 被 ら せ る こ と

が な い よ う 、 予 め 個 々 の 共 同 施 業 実 施 者 が 果 た す べ き 責 務 な ど

を 明 ら か す る 。   

 

４  そ の 他 必 要 な 事 項  

特 に な し  

 

第 ７  作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

１  効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム

に関する事項 

林 道 等 路 網 の 開 設 に つ い て は 、 傾 斜 等 の 自 然 条 件 、 事 業 量 の

ま と ま り 等 地 域 の 特 性 に 応 じ て 、 環 境 負 荷 の 低 減 に 配 慮 し 、 木

材 の 搬 出 を 伴 う 間 伐 の 実 施 や 循 環 型 林 業 の 推 進 に 向 け た 主 伐

と 植 栽 、 多 様 な 森 林 へ の 誘 導 等 に 必 要 な 施 業 を 効 果 的 か つ 効 率

的 に 実 施 す る た め 、 林 内 路 網 の 根 幹 を な し 、 山 村 地 域 の 道 路 網

を 補 完 す る「 林 道 」、幹 線 と な る 林 道 を 補 完 し 、森 林 作 業 道 と 組

み 合 わ せ て 間 伐 作 業 を は じ め と す る 森 林 施 業 の 用 に 供 す る 「 林

業 専 用 道 」、 さ ら に 間 伐 を は じ め と す る 森 林 整 備 、 木 材 の 集 材 ・

搬 出 を 行 う た め 継 続 的 に 用 い ら れ る 「 森 林 作 業 道 」 を 効 果 的 に

配 置 し て 路 網 を 形 成 し 、 高 性 能 林 業 機 械 を 組 み 合 わ せ た 低 コ ス

ト で 効 率 的 な 作 業 シ ス テ ム に 対 応 し た も の と す る 。  

 

単位：ｍ／ｈａ 

区分  作業システム  
路網密度  

 基幹路網  

緩傾斜地（０°～ 15°）  車両系作業システム  １１０  ３５  

中傾斜地（ 15°～ 30°）  
車両系作業システム  ８５  ２５  

架線系作業システム  ２５  ２５  

急傾斜地（ 30°～ 35°）  
車両系作業システム ６０（５０）  ２０  

架線系作業システム ２０（１５）  ２０  

急峻地（ 35°～）  架線系作業システム ５  ５  

注 １ ：「 架 線 系 作 業 シ ス テ ム 」 と は 、 林 内 に 架 設 し た ワ イ ヤ ー ロ

ー プ に 取 り 付 け た 搬 器 等 を 移 動 さ せ て 木 材 を 吊 り 上 げ て

集 積 す る シ ス テ ム 。 タ ワ ー ヤ ー ダ 等 を 活 用 す る 。  

注 ２ ：「 車 両 系 作 業 シ ス テ ム 」 と は 、 林 内 に ワ イ ヤ ー ロ ー プ を 架

設 せ ず 、車 両 系 の 林 業 機 械 に よ り 林 内 の 路 網 を 移 動 し な が

ら 木 材 を 集 積 、運 搬 す る シ ス テ ム 。フ ォ ワ ー ダ 等 を 活 用 す

る 。  
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注 ３ ：「 急 傾 斜 地 」の 路 網 密 度 に あ る（ ）書 き は 、広 葉 樹 の 導 入 に

よ る 針 広 混 交 林 化 な ど 育 成 複 層 林 へ 誘 導 す る 森 林 に お け

る 数 値 。  

な お 、 路 網 密 度 の 水 準 に つ い て は 、 木 材 搬 出 予 定 箇 所 に 適 用

し 、 尾 根 、 渓 流 、 天 然 林 等 の 除 地 に は 適 用 し な い 。  

 

２  路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

該 当 な し  

 

３  作 業 路 網 の 整 備 に 関 す る 事 項  

（ １ ） 基 幹 路 網 に 関 す る 事 項  

ア  基 幹 路 網 の 作 設 に 係 る 留 意 点  

林 道 の 作 設 に あ た っ て は 、 安 全 の 確 保 、 土 壌 の 保 全 等 を 図 る

た め 、 適 切 な 規 格 ・ 構 造 の 林 道 の 整 備 を 図 る 観 点 等 か ら 、 林 道

規 定 （ 昭 和 4 8 年 4 月 1 日 4 8 林 野 道 第 1 0 7 号 林 野 庁 長 官 通 知 ）

又 は 林 業 専 用 道 作 設 指 針（ 平 成 2 2 年 9 月 2 4 日 2 2 林 整 整 第 6 0 2

号 林 野 庁 長 官 通 知 ） を 基 本 と し て 愛 知 県 林 業 専 用 道 作 設 指 針

（ 平 成 2 3 年 4 月 1 日 2 3 森 保 第 2 0 7 号 愛 知 県 農 林 水 産 部 長 通

知 ） に 則 り 、 開 設 す る 。  

イ  基 幹 路 網 の 整 備 計 画  

開 設 /

拡 張  

種 類  区 分  位 置  路 線

名  

延 長 及

び 箇 所

数  

利 用 区

域 面 積  

前 半 ５ ヵ

年 の 計 画

箇 所  

対 図

番 号  

備

考  

該当

なし 

         

ウ  基 幹 路 網 の 維 持 管 理 に 関 す る 事 項  

林 道 、林 業 専 用 道 、森 林 作 業 道 に つ い て は 、「 森 林 環 境 保 全 整

備 事 業 実 施 要 領 」（ 平 成 1 4 年 3 月 2 9 日 付 け 1 3 林 整 整 第 8 8 5 号

林 野 庁 長 官 通 知 ）、「 民 有 林 林 道 台 帳 に つ い て 」（ 平 成 8 年 5 月

1 6 日 8 林 野 基 第 1 5 8 号 林 野 庁 長 官 通 知 ）等 に 基 づ き 、管 理 者 を

定 め 、 台 帳 を 作 成 し て 適 切 に 管 理 す る 。  

 

（ ２ ） 細 部 路 網 に 関 す る 事 項  

ア  細 部 路 網 の 作 設 に 係 る 留 意 点  

森 林 作 業 道 作 設 指 針 （ 平 成 2 2 年 1 1 月 1 7 日 2 2 林 整 整 第 6 5 6

号 林 野 庁 長 官 通 知 ） を 基 本 と し て 愛 知 県 森 林 作 業 道 作 設 指 針

（ 平 成 2 3 年 4 月 1 日 2 3 森 保 第 2 9 4 号 愛 知 県 農 林 水 産 部 長 通

知 ） に 則 り 開 設 す る 。  

     イ  細 部 路 網 の 維 持 管 理 に 関 す る 事 項  

森 林 作 業 道 作 設 指 針 （ 平 成 2 2 年 1 1 月 1 7 日 2 2 林 整 整 第 6 5 6

号 林 野 庁 長 官 通 知 ） 等 に 基 づ き 森 林 作 業 道 が 継 続 的 に 利 用 で き

る よ う 適 切 に 管 理 す る 。  
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４  そ の 他 必 要 な 事 項  

特 に な し  

 

第 ８  そ の 他 必 要 な 事 項  

１  林 業 に 従 事 す る 者 の 養 成 及 び 確 保 に 関 す る 事 項  

森 林 ・ 林 業 関 係 業 務 へ の 新 規 就 労 に つ い て は 、 一 般 市 民 か ら

の 問 い 合 わ せ 等 も あ る こ と か ら （ 公 財 ） 愛 知 県 林 業 振 興 基 金 、

愛 知 県 森 林 組 合 連 合 会 、 中 部 森 林 管 理 局 等 と 連 携 し て 求 人 募 集

情 報 や 研 修 会 ・ 講 習 会 情 報 等 の 収 集 に 努 め 、 市 の 窓 口 に お い て

も 関 係 情 報 の 迅 速 な 提 供 等 に 努 め る 。 さ ら に 、 女 性 等 の 活 躍 ・

定 着 に よ る 林 業 従 事 者 の 確 保 に 努 め る 。  

 

２  森 林 施 業 の 合 理 化 を 図 る た め に 必 要 な 機 械 の 導 入 の 促 進 に

関 す る 事 項  

該 当 な し  

 

３  林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

該 当 な し  

 

Ⅲ  森 林 の 保 護 に 関 す る 事 項  

第 １  鳥 獣 害 の 防 止 に 関 す る 事 項  

１  鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

野 生 鳥 獣 に よ る 森 林 の 被 害 状 況 等 に 応 じ 、 当 該 鳥 獣 害 を 防 止

す る た め の 措 置 を 実 施 す べ き 森 林 の 区 域 及 び 当 該 区 域 内 に お

け る 鳥 獣 害 の 防 止 の 方 法 に つ い て 、 定 め る 。  

（ １ ） 区 域 の 設 定  

設 定 な し  

（ ２ ） 鳥 獣 害 の 防 止 の 方 法  

該 当 な し  

 

２  そ の 他 必 要 な 事 項  

特 に な し  

 

第 ２  森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する

事項 

１  森 林 病 害 虫 等 の 駆 除 及 び 予 防 の 方 法  

森 林 病 害 虫 に よ る 被 害 に つ い て は 、 そ の 早 期 発 見 及 び 早 期 駆

除 に 努 め 、 必 要 に 応 じ て 予 防 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

 

２  鳥 獣 害 対 策 の 方 法 （ 第 １ に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）  

野 生 鳥 獣 に よ る 森 林 被 害 に つ い て 、 被 害 の 動 向 等 を 踏 ま え た
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被 害 対 策 等 を 実 施 す る と と も に 、 野 生 鳥 獣 と の 共 存 に 配 慮 し た

森 林 整 備 等 に 努 め る 。  

 

３   林 野 火 災 の 予 防 の 方 法  

以 下 の 対 策 を 推 進 す る 。  

    （ １ ） 林 野 火 災 予 防 思 想 の 普 及 、 啓 発  

    （ ２ ） 林 野 パ ト ロ ー ル の 実 施  

（ ３ ） 森 林 経 営 計 画 に よ る 防 火 施 設 （ 防 火 線 、 防 火 樹 帯 、 防 火 道 、

防 火 用 水 ） の 整 備  

   （ ４ ） 路 網 の 整 備  

   （ ５ ） 防 火 用 水 の 整 備  

   （ ６ ） 予 防 機 材 等 の 整 備  

    

４  森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

火 入 れ を 実 施 す る 場 合 は 、 森 林 法 及 び 瀬 戸 市 火 入 れ に 関 す る

条 例 （ 昭 和 ５ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日 条 例 第 １ ２ 号 ） の 規 定 を 遵 守 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

５  そ の 他 必 要 な 事 項  

（ １ ） 病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

該 当 な し  

（ ２ ） そ の 他  

特 に な し  

 

Ⅳ  森 林 の 保 健 機 能 の 増 進 に 関 す る 事 項  

１  保 健 機 能 森 林 の 区 域  

保 健 機 能 森 林 の 区 域 は 、 次 表 の と お り と す る 。  

 

   保健機能森林の区域 

森林の所在 森林の林種別面積（ha）  
備考 

位置 林 小 班 合計 人 工 林 天 然 林 無 立 木 地 竹林 そ の 他 

該当

なし 
        

 

２  保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の 

方法に関する事項 

優 れ た 風 致 ・ 景 観 の 維 持 、 裸 地 化 の 回 避 に よ る 森 林 の 有 す る 公

益 的 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め 択 伐 に よ る 施 業 （ 特 定 広 葉 樹 の 育

成 を 行 う 施 業 等 ） の 非 皆 伐 施 業 を 原 則 と す る 。  

な お 、 望 ま し い 施 業 の 方 法 、 施 業 を 実 施 す る 上 で の 留 意 事 項 に

つ い て は 、 次 表 の と お り す る 。  
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造 林 、 保 育 、 伐 採 そ の 他 施 業 の 方 法  

  

３  保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

（ １ ） 森林保健施設の整備 

該 当 な し  

  （ ２ ） 立木の期待平均樹高 

樹種 期待平均樹高 備考 

広葉樹 １５m  

 

４  そ の 他 必 要 な 事 項  

特 に な し  

 

Ⅴ  そ の 他 森 林 の 整 備 の た め に 必 要 な 事 項  

１  森 林 経 営 計 画 の 作 成 に 関 す る 事 項  

（ １ ） 森 林 経 営 計 画 の 記 載 内 容 に 関 す る 事 項  

森 林 経 営 計 画 を 作 成 す る に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い

て 適 切 に 計 画 す る も の と す る 。  

ア  Ⅱ の 第 2 の 3 の 植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林

に お け る 主 伐 後 の 植 栽  

イ  Ⅱ の 第 4 の 公 益 的 機 能 別 施 業 森 林 等 の 整 備 に 関 す る 事 項  

ウ  Ⅱ の 第 5 の 3 の 森 林 の 経 営 の 受 委 託 等 を 実 施 す る 上 で 留 意 す

べ き 事 項 及 び Ⅱ の 第 6 の 3 の 共 同 し て 森 林 施 業 を 実 施 す る 上 で 留

意 す べ き 事 項  

エ  Ⅲ の 森 林 の 保 護 に 関 す る 事 項  

 

（ ２ ） 森 林 法 施 行 規 則 第 3 3 条 第 1 号 ロ の 規 定 に 基 づ く 区 域  

区域名 林班 区域面積（ha） 

海上の森 ７２林班、７３林班、８４～９３林班 546.11 

 

２  生 活 環 境 の 整 備 に 関 す る 事 項  

該 当 な し  

  

３  森 林 整 備 を 通 じ た 地 域 振 興 に 関 す る 事 項  

該 当 な し  

施業の区分 施業の方法 

造林 天然更新とする、更新が困難な場合は、広葉樹植栽をする 

保育 下刈り、つる切り、除伐などを適切に実施する 

伐採 非皆伐施業、択伐とする 

その他 
他法令により、制限を受けている森林については、法令に定める

方法による。 
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４  森 林 の 総 合 利 用 の 推 進 に 関 す る 事 項  

本 市 南 東 部 の 吉 野 町 、広 久 手 町 に お い て 平 成 1 7 年（ 3 / 2 5～ 9 / 2 5）

に「 2 0 0 5 年 日 本 国 際 博 覧 会 」が 開 催 さ れ 、「 自 然 の 叡 智 」を テ ー マ

に 多 く の 市 民 が 参 加 し た 。 閉 会 後 の 跡 地 お よ び 海 上 地 区 に お い て

は そ の 理 念 の も と 、 愛 知 県 海 上 の 森 自 然 環 境 保 全 地 域 の 保 全 計 画

が 策 定 さ れ 、 あ い ち 海 上 の 森 セ ン タ ー を 拠 点 に 、 人 工 林 や 二 次 林

を 主 体 と し た 里 山 の 中 の シ デ コ ブ シ を 代 表 と す る 希 少 種 の 保 全

活 動 が 進 め ら れ て い る 。  

 

５  住 民 参 加 に よ る 森 林 の 整 備 に 関 す る 事 項     

（ １ ） 地 域 住 民 参 加 に よ る 取 組 に 関 す る 事 項  

近 年 、 各 地 に お い て 森 林 ・ 林 業 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 や 雑 木 林 （ 里

山 ） の 保 全 活 動 へ の 関 心 が 高 ま り を 見 せ て お り 、 本 市 に お い て も

市 民 の 関 心 は 高 ま り つ つ ま る 。  

一 般 市 民 参 加 型 の 林 業 体 験 や 市 民 参 加 に よ る 森 林 づ く り 等 ボ

ラ ン テ ィ ア に よ る 森 林 整 備 活 動 は 、 森 林 ・ 林 業 に 対 す る 理 解 と 森

林 の 有 す る 諸 機 能 に つ い て の 認 識 を 深 め る こ と を 主 な 目 的 と し

て い る が 、 森 林 整 備 、 森 林 管 理 に つ い て の 地 域 的 な 合 意 形 成 を 図

る と と も に 公 共 財 と し て の 森 林 の 位 置 づ け へ の 理 解 を 深 め る 上

で も 効 果 が あ る 。  

こ の こ と を 踏 ま え 、 本 市 に お い て は 、 こ れ ら 森 林 整 備 活 動 の 推

進 を 図 る こ と と す る 。実 施 に あ た っ て は 、愛 知 県（ 県 有 林 事 務 所 、

林 業 普 及 指 導 員 等 ） や 国 （ 中 部 森 林 管 理 局 ） ま た 、 東 京 大 学 生 態

水 文 学 研 究 所 と 連 携 を 図 り つ つ 協 力 を 仰 ぎ な が ら 推 進 に 努 め る

も の と す る 。  

 

（ ２ ） 上 下 流 連 携 に よ る 取 組 に 関 す る 事 項  

該 当 な し  

   

（ ３ ） そ の 他   

該 当 な し  

 

６  森 林 経 営 管 理 制 度 に 基 づ く 事 業 に 関 す る 事 項  

森 林 所 有 者 の 探 索 や 意 向 調 査 を 実 施 し 、 森 林 の 経 営 お よ び 適 切

な 管 理 に つ な げ る 。  

 

計 画 期 間 内 に お け る 市 町 村 森 林 経 営 管 理 事 業 計 画  

区 域  作 業 種  面 積  備 考  

未 設 定     
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７  そ の 他 必 要 な 事 項  

（ １ ） 制 限 林 に 関 す る 事 項  

保 安 林 そ の 他 法 令 に よ り 施 業 に つ い て 制 限 を 受 け て い る 森 林

に お い て は 当 該 制 限 に 従 っ て 施 業 を 実 施 し て い く も の と す る 。 

加 え て 、 盛 土 等 に 伴 う 災 害 を 防 止 す る た め 、 宅 地 造 成 及 び 特

定 盛 土 等 規 制 法（ 昭 和 3 6 年 法 律 第 1 9 1 号 ）に 基 づ く 規 制 区 域 の

森 林 の 土 地 に お い て は 、 適 正 な 制 度 運 用 を 行 う 。  

 

（ ２ ） 木 材 利 用 の 促 進 に 関 す る 事 項  

本 市 に お い て は 、「瀬 戸 市 公 共 建 築 物 等 に お け る 木 材 の 利 用 の

促 進 に 関 す る 方 針 」 を 定 め て お り 、 公 共 建 築 物 の 木 造 化 等 を 推

進 す る 。  


